
 

 

○受付期間  令和８年６月 ８日（月）～令和９年１月 ８日（金） 

○試験日   令和８年６月２９日（月）～令和９年１月２９日（金）の間で随時実施 

○試験会場  和歌山市内 （試験日時は申込者と調整の上、決定します。） 
 

１ 採用予定    獣医師 ９名程度 

 

２ 勤務予定先 知事部局（本庁又は出先機関） 

 

３ 職務内容  環境生活部（公衆衛生）：動物愛護、狂犬病予防、食品衛生、感染症予防等 

農林水産部（畜産）  ：家畜保健衛生、試験研究、畜産行政等 

 

４  受験資格 

昭和 40 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、獣医師免許を有する人又は令和９年実施の獣医師国家試

験により免許取得見込みの人。 

    ただし、次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

(1)  日本国籍を有しない人 

(2)  地方公務員法第 16 条に規定する人 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで 

の人 

イ 和歌山県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ 

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

(3) 民法の一部を改正する法律附則第３条第３項の規定により従前の例によることとされる準禁治 

産者 

 

５ 試験の日時及び場所、合格発表 

  試験日  令和８年６月２９日（月）～令和９年１月２９日（金）の間で随時実施 

（ただし、採用人数に達した時点で募集を終了します。） 

場所   和歌山市内 （試験日時は申込者と調整の上、決定します。） 

合格発表 試験終了後、２～３週間程度を目安に和歌山県ホームページ 

（https://www.pref.wakayama.lg.jp）の「新着情報」に掲載するとともに合格者に郵送 

で通知します。 

 

６ 試験の方法 

(1) 面接試験（100 点） 

志望理由、職務遂行に必要な専門的な見識、判断力、思考力及び人物・人柄等について評価しま 

す。  

※面接試験には合格基準があり、基準に達しない場合は、不合格となります。 

 

７ 受験の手続き 

(1)  申込方法 

次の書類に必要事項を記入し、和歌山県環境生活部生活局生活衛生課へ郵送するか直接持参し 

てください。 

令和８年度 

和歌山県資格免許職職員（獣医師）採用選考（第２期）試験案内  
 

（問い合わせ先）和歌山県 環境生活部 生活局 生活衛生課 

                                  〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目一番地 

TEL 073（441）2624（直通）FAX 073(432)1952 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：e0316003@pref.wakayama.lg.jp 



ア 令和８年度和歌山県資格免許職職員（獣医師）採用選考（第２期）試験申込書  １通 

（所定様式） 

なお、郵送する場合は必ず簡易書留郵便とし、封筒の表に「獣医師採用選考試験申込書在 

中」と朱書してください。 

(2)  受付期間等 

ア 郵送による受付 令和８年６月８日（月）～令和９年１月８日（金）（当日消印有効） 

イ 持参による受付 令和８年６月８日（月）～令和９年１月８日（金） 

ただし、月曜から金曜日まで（土、日及び祝日及び 12 月 29 日・30 日・31 日を除く。）の 

午前 9 時から午後 5 時 45 分までです。 

(3)  受験票の交付 

申込みに必要な書類を受理した場合は、受験票を交付します。       

なお、提出書類に不備がある場合等は受理できないことがあります。 

※この採用試験において取得した個人情報は、職員採用選考試験及び採用に関する事務以外の 

目的には使用しません。また、受験に際し提出された書類は、一定期間保管後、速やかに安全 

かつ適切な方法で廃棄します。 

 

８ 合格から採用まで 

(1) この試験の合格者は、原則として令和９年４月１日に採用されますが、受験資格に定める免許 

を取得できなかった場合には、この試験に合格しても採用資格を失います。 

(2) 採用時の給料等の月額は、おおむね 314,193 円（令和８年４月１日現在、６年制大学卒業程度 

の学歴を有する人で、医療職給料表（2）が適用される勤務地とする場合の額（初任給調整手当及 

び地域手当を含む。））で、民間企業等の職歴、６年制大学卒業を超える学歴その他の経歴に応じ 

て当該額より多い額となります。このほか職員の給与に関する条例等の定めに従い、扶養手当、住 

居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。 

勤務公署により金額が異なる場合があります。なお、原則として資格免許取得後の経験年数の 

み加算されます。 

※60 歳到達後の最初の４月１日以降、給料月額及び手当の一部は７割水準になります。 

 

９ 車椅子等による受験 

車椅子等による受験を希望する場合は、申込時に該当欄に「希望する」を選択した上で和歌山県環 

境生活部生活局生活衛生課まで連絡してください。 

 

10 試験結果の情報提供について 

この試験の結果について、受験者本人の申出により、情報提供を受けることができます。 

(1) 郵送による方法 

情報提供申出書（※）に必要事項を記入し、以下の書類を同封して和歌山県環境生活部生活局生 

活衛生課（〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目 1番地）宛郵送してください。 

ア 受験票の写し 

イ 宛先を記入した返信用封筒（簡易書留相当 460 円分の切手を貼付したもの） 

※ 情報提供申出書の様式は面接試験の際に配布します。 

(2) 来庁による方法 

受験者本人が、受験票又は本人であることを証明する書類（運転免許証、旅券等の顔写真付きで 

公的機関発行のものに限る。）を持参の上、和歌山県環境生活部生活局生活衛生課（県庁本館 4階） 

に申し出てください。（電話による申出はできません。） 
情報提供の対象者 内   容 期  間 

受験者 
面接試験の得点、順

位及び合格基準 

合格発表の日の翌日から1か月間(日曜日、土曜日及び祝日を除く。) 

午前9時（期間の初日は午後3時）から午後5時45分まで  

 

11 その他 

本試験の実施状況及び獣医師の職務内容については、県畜産課及び生活衛生課ホームページをご 

覧ください。 生活衛生課 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/d00220448.html 

       畜産課   https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070400/chikusan_top.html 


